
   

豊橋市障害者等日常生活用具費支給実施要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成 17年法律第 123号。）第 7 7条に基づく日常生活用具

（以下「用具」という。）の購入に係る費用の支給等に関し必要な事項

を定めるものとする。  

（支給の対象者）  

第２条   用具の購入に係る費用（以下「用具費」という。）の支給を受け

ることのできる者は、法第４条第１項に規定する障害者及び同条第２

項に規定する障害児（以下「障害者等」という。）であって、本市に居

住する在宅の者とする。  

２   前項に規定する障害者等のうち精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律（昭和 25年法律第 123号）第５条に規定する精神障害者にあって

は、同法第 45条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳を交付さ

れたものに限る。  

３  第１項に規定する障害者等のうち、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律施行令第一条に基づき厚生労働大臣が

定める特殊の疾病（平成 27年厚生労働省告示第 292号）に掲げる疾病で

ある者（以下「難病患者等」という。）に限る。  

（支給の対象となる用具の種目及び障害並びに用具費の基準額）  

第３条  支給の対象となる用具の種目及び障害並びに用具費の基準額は、

日常生活用具費支給基準表（障害者（児）用）（別表第１）及び日常生

活用具費支給基準表（難病患者等用）（別表第３）によるものとする。 

（支給の対象となる住宅改修の範囲及び障害並びに住宅改修費の基準

額）  

第４条  用具のうち支給の対象となる居宅生活動作補助用具の設置に伴

う小規模な住宅改修（以下「住宅改修」という。）の範囲及び障害並び

に住宅改修の費用（以下「住宅改修費」という。）の基準額は、住宅改

修費支給基準表（障害者（児）用）（別表第２）及び住宅改修費支給基



   

準表（難病患者等用）（別表第４）によるものとする。  

（日常生活用具費の他の給付との調整）  

第５条  障害者等が介護保険法（平成９年法律第 123号）第 41条第１項に

規定する居宅要介護被保険者又は同法第 53条第１項に規定する居宅要

支援被保険者であり、同法第７条第 1 2項に規定する福祉用具の貸与又

は同法第 44条第１項に規定する居宅介護福祉用具購入費の支給を受け

ることができるときは、同一種目の用具を支給の対象としないものと

する。  

２  障害者等が居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の要件に該

当する場合で、同法第 27条第１項に規定する要介護認定又は同法第 32

条第１項に規定する要支援認定に係る申請をし、かつ、当該申請が却

下されたときは、当該用具費を支給するものとする。  

３  難病患者等のうち、身体障害者手帳所持者への用具費の給付は、日

常生活用具費支給基準表（障害者（児）用）（別表第１）によるものを

優先とする。ただし、身体状況等によって必要と判断できる場合は、

日常生活用具費支給基準表（難病患者等用）（別表第３）による給付も

可能とする。  

（住宅改修費の他の給付との調整）  

第６条  障害者等が前条第１項による居宅要介護被保 険者又は居宅要支

援被保険者であるときは、住宅改修費を支給しないものとする。  

２  障害者等が居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者の要件に該

当する場合で、要介護認定又は要支援認定に係る申請をし、かつ、当

該申請が却下されたときは、当該住宅改修費を支給するものとする。  

３  難病患者等のうち、身体障害者手帳所持者への住宅改修費の給付は、

住宅改修費支給基準表（障害者（児）用）（別表第２）によるものを優

先とする。ただし、身体状況等によって必要と判断できる場合は住宅

改修費基準表（難病患者等用）（別表第４）による給付も可 能とする。 

（支給の申請）  

第７条  用具又は住宅改修（以下「用具等」という。）に係る費用（以下

「用具費等」という。）の支給を受けようとする障害者又は障害児の保



   

護者（以下「申請者」という。）は、日常生活用具費支給申請書（様式

第１）を、申請者のうち市町村民税の賦課期日に本市以外の市町村に

住所を有していた者は日常生活用具費支給申請書（様式第１ -１）を豊

橋市福祉事務所長（以下「所長」という。）に提出するとともに、負担

上限月額  （第 12条第３項に規定する負担上限月額をいう。）の算定の

ために必要な事項に関する書類を添付しなければならない。ただし、

所長が、当該書類により証明すべき事項を公簿等により確認すること

ができるときは、当該書類を省略することができる。  

２  前項の規定による申請をする場合において、次の各号のいずれかに

該当するときは、当該各号に定める書類を添付しなければならないも

のとする。  

(１ )  障害者等が（難病患者等を除く。）ネブライザー（吸入器）、電

気式たん吸引器若しくは情報・通信支援用具を必要とするとき、又

は洗腸装具を除く紙おむつ等を初めて申請するとき  日常生活用具

費意見書（障害者（児）用）（様式第２）  

(２ )  難病患者等が申請するとき（現に障害福祉サービスの介護給付

費に関するサービスを受けており、症状等の確認が可能であるとき

を除く。） 日常生活用具費意見書（難病患者等用）（様式第 ２‐１） 

(３ )  障害者等が人工内耳用音声信号処理装置を必要とするとき  日

常生活用具・支給誓約書（人工内耳用音声信号処理装置）（様式第２

-２）  

（支給の決定等）  

第８条   所長は、第２条から第６条までの規定により用具費等の支給を

適当と認めた場合は、日常生活用具費支給決定通知書（様式第 ３）に

より申請者に通知するとともに、日常生活用具費支給券 （様式第４）

を申請者に交付するものとする。  

２   所長は、第２条から第６条までの規定により支給の必要がないと認

めた場合は、日常生活用具費支給却下決定通知書（様式第５）により

申請者に通知するものとする。  

３   所長は、申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具（収尿器



   

を除く。次項において同じ。）については、次の申請者の申請により支

給券を一括交付できるものとする。  

   (１ )  ストマ用装具及び紙おむつ等は、暦月を単位として２月ごとに

支給券１枚を交付すること。また、申請１回につき３枚まで一括交

付すること。  

(２ )  洗腸装具は、申請１回につき６月分を一括交付すること。  

４   第２条第１項の規定にかかわらず歩行補助つえ、頭部保護帽、点字

器、人工喉頭及び排泄管理支援用具は、障害者等が在宅でないときに

おいて、所長が適当と認めるときは、支給の対象とすることができる。  

（記録の整備）  

第９条   所長は、日常生活用具費支給台帳（様式第６）を備え、必要な

事項を記載しておくものとする。  

（支給の限度）  

第 10条   同一種目の用具費の再支給は、別表第１及び別表第３に定める

耐用年数に規定する期間を経過していない場合は、支給しない ものと

する。ただし、当該期間を経過する前に、天災その他やむを得ない事

由による修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限り

ではない。  

２   別表第１及び別表第３に定める耐用年数を経過した後においては、

修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも合理的・効果

的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の

方が障害者等の用具の使用効果が向上する場合に限り、再支給するこ

とができるものとする。  

３  用具費の支給を受けようとする障害者等が本市への転入者であり、

転入前において他市町村から当該用具費の支給を受けている場合は、

同一種目について、前 2項の規定を準用するものとする。  

４   住宅改修費の再支給は、同一家屋については、行なわないものとす

る。ただし、天災その他やむを得ない事由により住宅改修の必要が生

じた場合において所長が認めたときは、この限りでない。  

（業者）  



   

第 11条   用具を販売することのできる者は、豊橋市入札参加業者又は豊

橋市長に豊橋市日常生活用具費代理受領申出書（様式第 ７）を提出し

た業者（以下「業者」という。）とする。ただし、視覚障害者を対象と

する用具で取り扱う業者がいない種目及び住宅改修については、この

限りでない。  

２   信義誠実義務に反するなど取扱業者として適当でない業者は除外す

るものとする。  

（支給決定障害者等の負担額）  

第 12条   第８条第１項の規定により支給の決定を受けた申請者（以下「支

給決定障害者等」という。）は、その負担能力に応じて、用具費等の基

準額（その額が現に用具費等を超えるときは、当該用具費等とする。）

の一割（１円未満は切り捨てとする。）を負担しなければならない。  

２  用具費等が用具費等の基準額を超えるときは、当該基準額を超える

額は支給決定障害者等が負担するものとする。  

３   第１項の規定にかかわらず支給決定障害者等が負担しなければなら

ない額の月額の上限（以下「負担上限月額」という。）は、次の各号に

掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。  

  (１ )  次号に掲げる者以外の者   37,200円  

  (２ )  市町村民税世帯非課税者（支給決定障害者等及び当該支給決定

障害者等と同一の世帯に属する者（障害者にあっては、その配偶者

に限る。）が用具費等の支給のあった月（以下「支給月」という。）

の属する年度（支給月が４月から６月までの場合にあっては、前年

度） 分 の地 方 税 法 （昭 和 25年 法 律 第 226号） の規 定 に よ る市 町 村民

税を課されない者（市町村の条例で定めるところにより当該市町村

民税を免除されたものを含むものとし、当該市町村民税の賦課期日

にお いて 同 法の 施 行地 に住 所 を有 し ない 者を 除 く 。） で ある 場合 に

おけ る当 該 支給 決 定障 害者 等 をい う 。） 又 は支 給 決定 障 害者 等及 び

当 該 支 給 決 定 障 害 者 等 と 同 一 の 世 帯 に 属 す る 者 が 支 給 月 に お い て

被 保 護 者 若 し く は 要 保 護 者 で あ る 者 で あ っ て 厚 生 労 働 省 令 で 定 め

るものに該当する場合における当該支給決定障害者等   



   

（負担上限月額の特例）  

第 13条   前条第３項の規定にかかわらず、支給決定障害者等が第７条第

１項に規定する負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類

を提出しないときは負担上限額を 37,200円とする。  

（支給決定用具費等の支給）  

第 14条    市長は、支給決定障害者等が業者から用具の販売又は住宅改修

を受けたときは、支給決定障害者等に対し、用具費等として当該支給

決定障害者等に支給すべき額（以下「支給決定用具費等」という。）を

支給するものとする。 ただし、当該支給決定障害者等の委任により業

者が当該支給決定障害者等に代わって支給決定用具費等の支給を受け

る場合は、次条に規定する代理受領によるものとする。  

（代理受領）  

第 15条   支給決定用具費等は、支給決定障害者等の委任があるときは、

業者が当該支給決定障害者等に代わり、市長から支払を受けることが

できるものとする。  

２   前項の規定により業者が市長から支払を受けるときは、日常生活用

具費支給券に必要事項を記載し、支給決定障害者等の受領印を受け、

これを請求書及び前項に規定する委任があったことを証する書面に添

付して市長に請求しなければならない。  

（遵守事項）  

第 16条   支給決定障害者等は、当該用具等を支給の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。  

２   所長は、前項の規定に違反したと認めたときは、当該用具費等の全

部又は一部を返還させることができる。  

（委任）  

第 17条   点字図書の支給にあたっては、豊橋市点字図書費支給事業実施

要綱の定めるところによる。  

２  この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。  

附   則  

（施行期日）  



   

１  この要綱は、平成 14年４月１日から施行する。  

（ 豊 橋 市 重 度 障 害 者 日 常 生 活 用 具 給 付 実 施 要 綱 及 び 豊 橋 市 重 度 障 害     

児日常生活用具給付実施要綱の廃止）  

２   豊 橋 市 重 度 障 害 者 日 常 生 活 用 具 給 付 実 施 要 綱 （ 平 成 8年 ４ 月 １ 日施

行）及び豊橋市重度障害児日常生活用具給付実施要綱（平成 1 1年４月

１日施行）は、廃止する。  

附   則  

（施行期日）  

この要綱は、平成 1 5年４月１日から施行する。  

      附   則  

  （施行期日）  

  この要綱は、平成 15年７月１日から施行する。  

      附   則  

  （施行期日）  

  この要綱は、平成 16年４月１日から施行する。  

      附   則  

  （施行期日）  

  この要綱は、平成 17年４月１日から施行する。  

      附   則  

  （施行期日）  

  この要綱は、平成 17年５月１日から施行する。  

      附   則  

  （施行期日）  

  この要綱は、平成 17年６月１日から施行する。  

      附   則  

  （施行期日）  

  この要綱は、平成 18年２月 20日から施行する。  

      附   則  

  （施行期日）  

  この要綱は、平成 18年４月１日から施行する。  



   

      附   則  

  （施行期日）  

１  この要綱は、平成 18年 10月１日から施行する。  

  （経過措置）  

２  施行日において現に用具を支給されているときは、支給された日を

別表１に定める耐用年数の始期とするものとする。  

３  改 正 前 の 身 体 障 害 者 福 祉 法 第 20条 第 3項 及 び 児 童 福 祉 法 第 21条 の ６

第３項の規定による補装具の製作及び修理の委託に係る契約を市長と

締結している補装具製作業者は、第 1 1条第１項に規定する業者でない

場合であっても平成 19年３月 31日までの間は、用具を販売できるもの

とする。  

附   則  

  （施行期日）  

この要綱は、平成 1 9年４月１日から施行する。  

    附   則  

  （施行期日）  

この要綱は、平成 19年５月１日から施行する。ただし第 11条の規定は、

平成 19年４月１日から適用する。  

    附   則  

（施行期日）  

  この要綱は、平成 20年４月１日から施行する。  

    附   則  

（施行期日）  

  この要綱は、平成 20年７月１日から施行する。  

附   則  

（施行期日）  

  この要綱は、平成 22年４月１日から施行する。  

  附  則  

 （施行期日）  

 この要綱は、平成 23年４月１日から施行する。  



   

  附  則  

 （施行期日）  

 この要綱は、平成 25年４月１日から施行する。  

附  則  

 （施行期日）  

 この要綱は、平成 26年４月１日から施行する。  

  附  則  

 （施行期日）  

 この要綱は、平成 27年１月１日から施行する。  

附  則  

 （施行期日）  

 この要綱は、平成 27年７月１日から施行する。  

附  則  

 （施行期日）  

 この要綱は、平成 28年１月１日から施行する。  


